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ス
マ
ホ
で
申
請
書
を

　

作
成
で
き
ま
す

　　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ

り
「
ゆ
び
ナ
ビ
ぷ
ら
す
」

を
使
用
し
て
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
か
ら
事
前
に
住
民

票
・
戸
籍
謄
抄
本
・
印
鑑

証
明
書
な
ど
の
申
請
書
が
作

成
で
き
ま
す
。
事
前
申
請
で

発
行
し
た
二
次
元
コ
ー
ド
を

窓
口
で
提
示
し
て
い
た
だ
く

と
申
請
書
を
作
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お

持
ち
の
か
た

は
住
民
票
を

オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
さ

れ
た
場
合
の
手
数
料
は
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
と
な

り
、
住
民
登
録
地
宛
に
郵
送

し
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

の
対
象
は
住
民
票
と
転
出
届

で
す
。
ご
利
用
に
は
専
用
ア

プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
必

要
で
す
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
７
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

作
成

　　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

各
場
所
で
写
真
撮
影
と
申

請
書
作
成
の
サ
ポ
ー
ト
を
し

ま
す
。

日
時
・
場
所

①
５
月
12
日(

木)

・
山
手
地

区
公
民
館

②
５
月
13
日(

金)

・
浜
手
地

区
公
民
館

③
５
月
18
日(

水)

・
ま
ち
の

駅
か
い
づ
か

い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
30
分
～
４
時

◆
仲
間
を
集
め
て
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
つ
く
り
ま
せ
ん

か
　

地
域
や
サ
ー
ク
ル
な
ど
の
団

体
を
対
象
に
、
市
の
職
員
が
出

向
い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
込
み
の
お
手
伝
い
を
す
る

「
出
前
申
請
サ
ポ
ー
ト
」
を
行

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

「
出
前
申
請
サ
ポ
ー
ト
」
に
は

事
前
の
打
ち
合
わ
せ
が
必
要
で

す
。
ま
ず
は
、
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

期
間　

令
和
５
年
３
月
31
日

(

金)

ま
で(
原
則
と
し
て
月
曜

除
く
市
役
所
開
庁
日)

時
間　

①
午
前
10
時
～
正
午

②
午
後
２
時
～
４
時

場
所　

ご
用
意
く
だ
さ
い

対
象　

お
お
む
ね
20
人
以
上
の

団
体
・
グ
ル
ー
プ

内
容　

申
請
書
作
成
の
お
手
伝

い
と
顔
写
真
の
撮
影

●
い
ず
れ
も

　

そ
の
場
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
渡
し
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
申
込
み
後
、
２

カ
月
ほ
ど
で
交
付
通
知
は
が
き

を
お
届
け
し
ま
す
。
受
取
り

は
、
申
請
者
本
人
が
保
健
・
福

祉
合
同
庁
舎
１
階
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
の
定
め
る
本
人
確

認
書
類(

運
転
免
許
証
＋
健
康

保
険
証
の
２
点
な
ど)

を
ご
持

参
い
た
だ
く
と
、
自
宅
へ
カ
ー

ド
を
送
付
で
き
ま
す
。

持
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

カ
ー
ド(

お
持
ち
の
か
た)

、
本

人
確
認
書
類

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
７
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

日
曜
交
付

　

通
知
は
が
き
を
受
取
ら
れ
た

か
た
へ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
日
曜
交
付
し
ま

す
。

日
時　

６
月
５
日

(

日)

午
前
９
時
～
正

午場
所　

保
健
・
福
祉

合
同
庁
舎
１
階

申
込
・
問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７
２
・

４
３
３
・
７
０
９
４

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午
午後１時～４時30分
☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談室

市民相談室

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター☎422-7523

広報交流課
☎433-7232

子ども
福祉課

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

総合生活相談

人権相談

家庭児童相談

進路選択支援相談
(奨学金など)

母子・父子相談

市民相談室

☎433-7085

☎433-7086

子ども福祉課

①医療福祉相談(要予約)

②各種医療相談(要予約)

・がん・医療看護・女性専門

・薬事・栄養・医療安全・禁煙

上記の時間などは、申込時にご確認

ください。

③認定看護師による総合看護相談

平日午前９時～正午(予約不要)

★土･日･祝日は休み。相談は無料です 市代表番号☎072－423－2151

午前９時～午後５時15分

午前９時～午後５時15分

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

人権擁護委員による相談は、午後１時～４時
第１・３金曜：岸和田市立男女共同参画センター
第４水曜：貝塚市役所人権政策課

ハート交流館☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～４時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜
午前９時15分～午後４時45分

☎0120-222-674
教育相談

教育相談室
☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課

人権政策課
☎433-7160

☎433-7160

☎433-7021

☎433-7022

人権政策課
第１～４木曜、午後１時～４時
30分[要予約。２週間前から受
付。ただし５月19日の予約は、
３週間前から受付]

日曜特設一般相談は毎月第１・３日曜に予約制で実施しています。【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

　

特
設
人
権
相
談

　

６
月
１
日
は
「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」
で
す
。
こ

れ
に
ち
な
み
、
人
権
擁
護

委
員
が
特
設
人
権
相
談
を

開
設
し
ま
す
。

　

一
人
で
悩
ま
ず
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談

は
無
料
、
秘
密
は
守
り
ま

す
。

日
時　

６
月
１
日(

水)

午
前

10
時
～
午
後
４
時

場
所
・
問
合
せ
先　

人
権
政

策
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
１
６
０

　

税
理
士
無
料
相
談

日
時　

５
月
20
日(

金)

、
６

月
３
日(

金)

午
後
１
時
～
４

時場
所　

市
民
相
談
室(

貝
塚

市
役
所
１
階)

予
約
・
問
合
せ
先　

近
畿
税

理
士
会
岸
和
田
支
部
☎
０
７

２
・
４
３
６
・
０
５
６
７

　

行
政
書
士
の
相
続
・
遺
言

　

無
料
相
談

日
時　

５
月
24
日(

火)

午
後
１

時
～
４
時

場
所　

市
民
相
談
室(

貝
塚
市

役
所
１
階)

予
約
・
問
合
せ
先　

大
阪
府
行

政
書
士
会
泉
州
支
部
☎
０
７

２
・
４
５
７
・
９
１
８
６

民
事
調
停
手
続
き
無
料
相
談

　

裁
判
所
の
民
事
調
停
委
員
が

交
通
事
故
、
貸
・
借
金
、
近
隣

ト
ラ
ブ
ル
、
損
害
賠
償
な
ど
民

事
調
停
利
用
に
関
す
る
相
談
に

応
じ
ま
す
。
申
込
み
は
不
要
で

す
。

日
時
・
場
所　

①
５
月
25
日
・

和
泉
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
南
棟
２
階

相
談
室(

和
泉
市)

②
６
月
22

日
・
浪
切
ホ
ー
ル
４
階
会
議
室

(

岸
和
田
市)

、
い
ず
れ
も
水
曜

午
後
１
時
～
４
時

問
合
せ
先　

大
阪
民
事
調
停
協

会
☎
06
・
６
３
６
３
・
３
０
９

１

　

空
き
家
無
料
相
談

　

空
き
家
相
談
の
専
門
家
で
あ

る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
空
き
家
コ
ン

シ
ェ
ル
ジ
ュ
の
担
当
者
が
対
応

し
ま
す
。

　

空
き
家
を
お
持
ち
の
か
た
や
、

空
き
家
予
防
を
お
考
え
の
か
た

も
何
で
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
31
日(

火)

午
後
１

時
～
４
時(

１
組
30
分
程
度)

場
所　

市
役
所
５
階
相
談
室
兼

会
議
室

定
員　

４
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

予
約
・
問
合
せ
先　

ま
ち
づ
く

り
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

２
１
４

マイナンバーカードの申請・受取と
マイナポイント手続支援窓口が変更に

◆マイナンバーカードの受取りは予約が必要
　マイナンバーカードの受取りには事前予約が必要で
す。インターネットまたは電話で予約してください。
　詳しくは、交付通知書に同封の案内をご覧ください。
◆申請・受取・マイナポイント手続支援窓口の場所変更
　マイナンバーカードの申請や受取り、マイナポイント
手続支援窓口の場所が、次のように２段階で変更になり
ますので、ご注意ください。
期間・場所　①５月６日(金)～20日(金)
市役所１階：申請・マイナポイント手続支援窓口は正面
入り口エントランスホール、マイナンバーカード受取り
などは市民課
②５月23日(月)以降
保健・福祉合同庁舎１階：正面入り口左側

問合せ先　
マイナンバーカードについては 市民課☎072－433ー7094
マイナポイントについては 政策推進課☎072－433ー7055


